
新技術活用農地利用高度化特別事業（継続）

【平成20年度概算決定額：20,211（23,244）千円】

対策のポイント
遊休農地の解消や新技術を活用した農地の利用高度化に関する普及組織

の取組を支援します。

（例）

○新規作物の栽培技術や家畜の放牧技術の導入など新技術を活用した農用地の有効活用

優良事例を活用し、Ｍ県Ｎ普及指導センター管内では３集落１２戸の農家が放牧に取

り組み始めました。

○Ｙ県農業試験場普及部では需要の高い野菜（タマネギ等）の省力化機械栽培体系の現

地実証を行い、関係機関及び担い手組織等への技術の普及と農地の利用促進に向けた

活発な普及指導活動を展開しています。

政策目標
【全耕作面積に占める担い手が経営する農地面積の割合向上】

＜平成17年＞ ＜農業構造の展望（平成27年）＞

約４割 → ７～８割程度

＜内容＞

１．遊休農地の解消

地権者の作付け・農業委員会が行う遊休農地の解消に向けた活動等で得られた

します。貸借意向等の情報をデータベース化

また、遊休農地の解消に関する 大学・独法試験研究機関等から収技術シーズを

普及組織への提供 普及組織の優良取組事例の情集し 及び、遊休農地解消に関する

の開催を支援します。報交換会

２．新技術を活用した農地の利用高度化

農地の効率的な利用技術 を行い、普及手法の高度化事例調査及び収集・分析

を支援します。

【補助率：定額】

民間団体等＜事業実施主体＞

平成１７年度から平成２１年度まで＜事業実施期間＞

[担当課：経営局普及 ･女 性課（０３－３５９３－６４９７（直 ））

構造改善課（０３－６７４４－２１５２（直))]


